
モリンガオーナー制度 

賛助会員規約 

 

この規約は、Cor-an Holdings 株式会社（以下「当社」といいます）と、当社が提供する「モ

リンガオーナー制度」（以下「本制度」といいます）を利用する賛助会員（以下「会員」と

いいます）との間に本規約を定め、これにより本制度の運営を行います。 

 

第１条 （目的） 

「モリンガオーナー制度」は、先進国の企業や個人様に、途上国のモリンガの樹のオーナー

になっていただく名目で現地のモリンガの植栽を応援いただくプロジェクトであり、モリ

ンガの植樹によって CO2 削減やアフリカ、東南アジア地域等の雇用創出に貢献し、会員の

CSR 活動や ESG 経営、SDGs 課題の解決に資することを目的としています。 

 

第２条 （会員の定義） 

1. 賛助会員とは、当社の目的に賛同し、賛助会員費（支援金）を納めることで資金面から

活動を賛助（支援）する為に入会した法人又は団体をいい、別紙に定める特典を受ける

ことができます。 

2. 本特典に関しては事前の予告なく当法人の判断にて変更できるものとします。  

 

第 3 条（会費の利用用途） 

賛助会員費は「モリンガオーナー制度」の活動と賛助会員制度運用の為に使用されます。 

 

第 4 条（会員契約） 

1. 本制度の利用を希望する場合は、申込書に必要事項を記入し、当社に電子的、または直

接提出することとします。 

2. 当社が指定する方法によって申込者が会費の支払いを行った時点で、会員契約が成立

するものとします。 

 

第５条 （会費） 

賛助会員費は年額１口 55,000 円以上とし、口数及び金額は、以下の３つの内容から、会員

が選択できるものとします。なお、口数により特典内容は異なります。 

 

① １口 55,000 円（税込） 

② ２口 110,000 円（税込） 

③ ６口 330,000 円（税込） 

 



第６条 （契約期間） 

1. 会員契約の有効期間は、会員契約が成立した日（ご入金日）から満 1 年間とします。 

2. ただし、期間満了の 1 か月前までに、会員・当社の双方から何ら申し出のないときは、

本契約は期間満了日の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とし

ます。 

 

第７条 （契約解除） 

1. 会員は、会員契約の有効期間中であっても、解約希望日まで 1 か月の予告期間をもっ

て、当社が指定する方法により、本契約を解約することができるものとします。 

2. 会員は、前項にもとづく解約により本制度に対し損害が生じないよう配慮するものと

します。 

 

第８条 （強制解除） 

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく会員契約

を解除することができるものとします。 

① 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき 

② 賛助会員費の支払いを契約更新日から 1 年以上怠ったとき 

③ 会員・当社間の信頼関係を著しく害すると認められたとき 

④ 会員（法人の場合、役員等を含むこととします。）が暴力団、暴力団関係企業若しくは

これに準ずる者又はその構成員であることが判明したとき 

⑤ 本規約に違反したとき 

 

第９条 （譲渡禁止） 

会員は会員契約から生じる権利を第三者に譲渡または貸与できません。 

 

第１０条（届出の義務） 

会員は登録内容に変更があった場合、速やかに届け出るものとします。当社は届け出の不達

によって会員に生じた損害を補償しません。 

 

第１１条 （規約変更） 

1. 当社は、本規約を随時変更することができるものとします。 

2. 当社は、本規約の内容を変更する場合には変更日および変更内容等を利用者に通知す

るものとします。ただし当社は、当社ホームページ（https://www.cor-an---an.tokyo）

上に変更日および変更内容等を掲載することにより、利用者への通知に代えることが

できるものとします。 

 



第１２条 （中断・停止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員への事前通知・承諾なしに、本制度の

一部又は全部を中断または停止する場合があります。この場合、当社は会員に対して、会費

（支援金）の返還その他会員に発生した損害を賠償する義務を負いません。 

① 圃場に緊急事態が発生したとき 

② 天災地変、疾病、政情不安、紛争、戦乱その他不測の事態により、本制度運営継続が困

難となったとき 

 

第１３条 （不可抗力） 

天災地変、疾病、政情不安、紛争、戦乱その他当社及び会員の責めに帰すべからざる事由に

より、本規約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じたときは、本会員規約は履行が遅

延又は不能となった部分について、当然に効力を失い、当社及び会員は、ともにその責を負

わないものとします。 

 

改定日：2023 年 10 月 14 日 


